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(57)【要約】
【課題】通信ネットワークにおける省電力を実現する。
【解決手段】電力線通信装置の状態遷移方法は、当該電
力線通信装置が通常状態であるときに（ステップＳ１０
１）、通信制御部がイーサネット（登録商標）通信のリ
ンク・ダウンを検出するステップ（Ｓ１０２）と、ブロ
ック（Ｘ）の動作とブロック（Ｙ）の動作とを停止させ
るステップ（Ｓ１０３）と、電力線通信装置が通常の動
作状態から休止状態（Ａ）に遷移する旨を表わすパケッ
トをブロードキャストすることにより、ネットワークに
接続されている他の情報通信装置に通知するステップ（
Ｓ１０４）と、その後、電力線通信装置が休止状態（Ａ
）へ遷移するステップ（Ｓ１０５）とを含む。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のネットワークの通信を第２のネットワークを用いて中継する通信装置であって、
　前記第１のネットワークと前記通信装置との間の第１の通信インタフェース手段と、
　前記第２のネットワークと前記通信装置との間の第２の通信インタフェース手段と、
　前記通信装置の内部における動作の一部停止および再開を制御する状態遷移制御手段と
を備え、
　前記通信装置の動作状態が通常動作状態であるときに、
　前記状態遷移制御手段は、
　前記第１のネットワーク上の機器との接続がないことを検出すると、前記第２の通信イ
ンタフェース手段の動作を停止させることにより、前記通信装置の動作状態を、第１の休
止状態に遷移させ、
　前記第２のネットワークに接続されている他の通信装置すべてが前記第１の休止状態に
あることを検出すると、前記第１の通信インタフェース手段の動作を停止させることによ
り、前記通信装置の動作状態を第２の休止状態に遷移させる、通信装置。
【請求項２】
　前記通信装置は、前記第１の休止状態に遷移する直前に、前記第１の休止状態に遷移す
る旨のメッセージを前記第２のネットワーク上に送信する、請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記第１のネットワーク上の機器との接続状態を検出する接続状態検出手段をさらに備
え、
　前記通信装置が前記第１の休止状態であるとき、
前記接続状態検出手段が、前記通信装置と前記第１のネットワーク上の機器との接続があ
ることを検出すると、前記状態遷移制御手段は、前記通信装置を通常動作状態に遷移させ
る、請求項１または請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第２のネットワーク上のパケットを検出するパケット検出手段をさらに備え、
　前記通信装置が前記第２の休止状態であるとき、前記パケット検出手段が前記第２のネ
ットワーク上のパケットを検出すると、前記状態遷移制御手段は、前記通信装置を通常動
作状態に遷移させる、請求項１から請求項３のいずれかに記載の通信装置。
【請求項５】
　前記通信装置が通常動作状態であるとき、
　前記状態遷移制御手段は、
　前記第１のネットワークに接続されている機器からパケットを予め定められた時間受信
しなかったことを検出すると、
　前記第１の通信インタフェース手段の動作状態と前記第２の通信インタフェース手段の
動作状態とを維持したまま、前記通信装置における前記状態遷移制御手段以外の内部回路
の一部を停止させることにより、前記通信装置を第３の休止状態に遷移させる、請求項１
から請求項４のいずれかに記載の通信装置。
【請求項６】
　前記通信装置が通常動作状態であるとき、
　前記状態遷移制御手段は、
　前記第１のネットワークに接続されている機器からＢＹＥパケットを受信したことを検
出すると、
　前記第１の通信インタフェース手段の動作状態と前記第２の通信インタフェース手段の
動作状態とを維持したまま、前記通信装置における前記状態遷移制御手段以外の内部回路
の一部を停止させることにより、前記通信装置を第３の休止状態に遷移させる、請求項１
から請求項４のいずれかに記載の通信装置。
【請求項７】
　前記通信装置は、前記第３の休止状態に遷移する直前に、前記第３の休止状態に遷移す
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る旨のメッセージを前記第２のネットワークに送信する、請求項５または請求項６に記載
の通信装置。
【請求項８】
　前記第２のネットワーク上のパケットを検出するパケット検出手段をさらに備え、
　前記通信装置が前記第３の休止状態であるとき、前記パケット検出手段が前記第２のネ
ットワーク上のパケットを検出すると、前記状態遷移制御手段は、前記通信装置の状態を
通常動作状態に遷移させる、請求項５から請求項７のいずれかに記載の通信装置。
【請求項９】
　前記第１のネットワーク上の機器から送信されたパケットを監視するパケット監視手段
をさらに備え、
　前記通信装置が前記第３の休止状態であるとき、前記パケット監視手段が前記第１のネ
ットワーク上の機器からのパケットの受信を検出すると、前記状態遷移制御手段は、前記
通信装置を通常動作状態に遷移させる、請求項５から請求項８のいずれかに記載の通信装
置。
【請求項１０】
　前記通信装置が通常動作状態のとき、
　前記状態遷移制御手段は、
　前記第２のネットワークに接続されている他の通信装置のうち少なくとも１以上の通信
装置が前記第３の休止状態にあり、他の残りの通信装置すべてが前記第１の休止状態にあ
ること、を検出すると、
　前記第１の通信インタフェース手段の動作状態と前記第２の通信インタフェース手段の
動作状態とを維持したまま、前記通信装置における前記状態遷移制御手段以外の内部回路
の一部を停止させることにより、前記通信装置を第４の休止状態に遷移させる、請求項５
から請求項９のいずれかに記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記第２のネットワーク上のパケットを検出するパケット検出手段をさらに備え、
　前記通信装置が前記第４の休止状態であるとき、前記パケット検出手段が前記第２のネ
ットワーク上のパケットを検出すると、前記状態遷移制御手段は、前記通信装置の状態を
通常動作状態に遷移させる、請求項１０に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記第１のネットワーク上の機器から送信されたパケットを監視するパケット監視手段
をさらに備え、
　前記通信装置が前記第４の休止状態であるとき、前記パケット監視手段が前記第１のネ
ットワーク上の機器から起動パケットを受信したことを検出すると、前記状態遷移制御手
段は、前記通信装置を通常動作状態に遷移させる、請求項１０または請求項１１に記載の
通信装置。
【請求項１３】
　第１のネットワークの通信を第２のネットワークを用いて中継する通信装置の状態を遷
移させる方法であって、前記通信装置は、前記第１のネットワークと前記通信装置との間
の第１の通信インタフェースと、前記第２のネットワークと前記通信装置との間の第２の
通信インタフェースとを備えており、
　前記方法は、
　前記通信装置の動作状態が通常動作状態であるときに、前記第１のネットワーク上の機
器との接続がないことを検出すると、前記第２の通信インタフェースの動作を停止させる
ことにより、前記通信装置の動作状態を、第１の休止状態に遷移させるステップと、
　前記第２のネットワークに接続されている他の通信装置すべてが前記第１の休止状態に
あることを検出すると、前記第１の通信インタフェースの動作を停止させることにより、
前記通信装置の動作状態を第２の休止状態に遷移させるステップとを含む、通信装置の状
態遷移方法。
【請求項１４】
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　前記通信装置が前記通常動作状態であるとき、前記第１のネットワークに接続されてい
る機器からパケットを予め定められた時間受信しなかったことを検出すると、前記第１の
通信インタフェースの動作状態と前記第２の通信インタフェースの動作状態とを維持した
まま、前記通信装置の内部回路の一部を停止させることにより、前記通信装置を第３の休
止状態に遷移させるステップをさらに含む、請求項１３に記載の状態遷移方法。
【請求項１５】
　前記通信装置が前記通常動作状態であるとき、前記第１のネットワークに接続されてい
る機器からＢＹＥパケットを受信したことを検出すると、前記第１の通信インタフェース
の動作状態と前記第２の通信インタフェースの動作状態とを維持したまま、前記通信装置
の内部回路の一部を停止させることにより、前記通信装置を第３の休止状態に遷移させる
ステップをさらに含む、請求項１３に記載の状態遷移方法。
【請求項１６】
　前記通信装置が通常動作状態のとき、前記第２のネットワークに接続されている他の通
信装置のうち少なくとも１以上の通信装置が前記第３の休止状態にあり、他の残りの通信
装置すべてが前記第１の休止状態にあることを検出すると、前記第１の通信インタフェー
スの動作状態と前記第２の通信インタフェースの動作状態とを維持したまま、前記通信装
置の内部回路の一部を停止させることにより、前記通信装置を第４の休止状態に遷移させ
るステップをさらに含む、請求項１４または請求項１５に記載の状態遷移方法。
【請求項１７】
　通信システムであって、請求項１～請求項１２のいずれかに記載の通信装置が、前記第
２のネットワークに接続されている、通信システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ＬＡＮ通信や電力線通信、同軸線通信、電話線通信などを備えた通信装
置に関し、通信装置の状態遷移方法、通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭内の通信ネットワークとして、イーサネット（登録商標）（Ethernet（登録商標）
）をはじめとして、ＩＥＥＥ（Institute　of　Electrical　and　Electronics　Enginee
rs）８０２．１１ｂ／ｇ／ａ／ｎなどの無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）通信、Ｈｏ
ｍｅＰｌｕｇＡＶなどの電力線通信（ＰＬＣ：Power　Line　Communication）、同軸線通
信、電話線通信などが普及している。
【０００３】
　一部の無線ＬＡＮ通信装置や電力線通信装置などでは、イーサネット（登録商標）のデ
ータ信号をイーサネット（登録商標）以外の伝送媒体を使って離れた場所へ伝送し、再び
イーサネット（登録商標）のデータ信号に戻すという動作が行われている。このような動
作をする装置はブリッジと呼ばれている。ブリッジは、ＰＣ（Personal　Computer）など
のネットワーク機器に容易に導入できる利点がある。ドライバなどの特別なソフトウェア
を必要としないからである。ただし、いつでも利用できるようにするには、ブリッジの電
源を常時オンにしておく必要がある。以下、本明細書では、「通信装置」をブリッジ、ま
たは、ブリッジを含む装置という意味で使用する。たとえば、ルータ、ＨＧＷ（Home　Ga
te　Way）、中継装置、ハブ、ＰＣ、パーソナルコンピュータ、ＮＡＳ（Network-Attache
d　Storage）、プリンタ、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）レコーダ、ＴＶ等に含まれ得る
。また、本明細書では、「通信装置」に接続される機器をネットワーク機器と総称して表
記する。
【０００４】
　近年、環境問題への意識の高まりとともに省電力化を求める声が日増しに高まっている
。常時電源オンにしておかなければならない通信装置は、使用していない場合であっても
電力を消費してしまうため、消費者から敬遠される傾向がある。
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【０００５】
　そこで、使用していない場合に、通信装置を「休止状態」に遷移させる技術がある。「
休止状態」とは、内部回路の一部の電源供給を停止する、あるいは、クロック供給を停止
することで実現される状態である。また、「休止状態」は、制御信号を制御すること等で
実現される場合もある。「休止状態」は、他にも「省電力モード」、「スタンバイ・モー
ド」、「パワー・セーブ・モード」、「スリープ・モード」、「待機モード」などと呼ば
れることがある。本明細書では、「休止状態」を上記のように定義する。
【０００６】
　欧州特許出願公開第１６６７３３９号公報（特許文献１）、あるいは、特開２００７－
３３６１７４号公報（特許文献２）は、通信装置を使用していない場合に、「休止状態」
に遷移させることによって消費電力を下げる技術を開示している。
【０００７】
　欧州特許出願公開第１６６７３３９号公報によると、通信装置が使用されているかどう
かは、通信装置に接続されているネットワーク機器との接続状態を検出することで判定で
きる。通信装置は、ネットワーク機器との接続が切断されていることを検出すると、使用
されていないと判断し、「休止状態」に遷移する。
【０００８】
　ネットワーク機器との接続状態を検出する手段としては、以下のものがある。たとえば
、通信装置とネットワーク機器がイーサネット（登録商標）で接続されているならば、通
信装置に内蔵されているイーサネット（登録商標）ＰＨＹ（物理層）のリンク検出機能を
利用できる。リンク検出機能は、イーサネット（登録商標）ＰＨＹ内のレジスタ読み出し
、または、イーサネット（登録商標）ＰＨＹからの出力信号を読み出すことで検出できる
。イーサネット（登録商標）ケーブルが接続されており、かつ、イーサネット（登録商標
）接続先のネットワーク機器が電源オンである場合はリンク・アップとなる。イーサネッ
ト（登録商標）ケーブルが接続されていない、または、イーサネット（登録商標）ケーブ
ルが接続されていてもイーサネット（登録商標）接続先のネットワーク機器が電源オフで
ある場合はリンク・ダウンとなる。
【０００９】
　また、特開２００７－３３６１７４号公報は、さらに、電力線通信ネットワーク上の無
通信状態を検出して「休止状態」に遷移させるという技術を開示している。電力線通信端
末は、電力線通信ネットワーク上の無通信状態を一定時間以上続いていることを検出する
と、「休止状態」に遷移させる。その後、固定または可変の一定時間毎に起動し、電力線
通信ネットワーク上の通信状態を確認し、通信がなければ再び「休止状態」に遷移させる
。
【００１０】
　図３は、通信ネットワークの一構成を表す図である。図３において、通信ネットワーク
は、ＩＰ（Internet　Protocol）網３０１と、ルータ３０２と、通信装置（Ｒ）３０３と
、通信装置（Ｓ）３０４と、通信装置（Ｔ）３０６と、ＰＣ３０５と、セットトップボッ
クス（Set　Top　Box：「ＳＴＢ」とも表わす）３０７と、ＴＶ３０８とを含む。ルータ
３０２は、ＨＧＷと呼ばれることもある。ＳＴＢ３０７とＴＶ３０８とは、一例として、
専用ケーブルで接続されている。図３は、家庭内における通信ネットワークの典型的の構
成例を示している。
【００１１】
　詳しくは、ＰＣ３０５およびＳＴＢ３０７は、別の部屋にあるルータ３０２を経由して
、ＩＰ網３０１に接続されている。ＩＰ網３０１は、たとえば、インターネットである。
部屋と部屋との間の通信は、イーサネット（登録商標）以外の伝送媒体を使って接続され
る。ここで、「伝送媒体」とは、具体的には、電力線、同軸線、無線ＬＡＮ、電話線等を
いう。通信装置（Ｒ）３０３、通信装置（Ｓ）３０４、通信装置（Ｔ）３０６は、イーサ
ネット（登録商標）をブリッジするために使用される。
【００１２】
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　　［特許文献１、特許文献２の実施の形態１に基づく動作の説明］
　図３を参照して、通信装置を「休止状態」に遷移させる方法を説明する。ＰＣ３０５を
電源オフにする。通信装置（Ｓ）３０４とＰＣ３０５との間のイーサネット（登録商標）
による通信がリンク・ダウンとなる。通信装置（Ｓ）３０４は、ネットワーク機器との接
続状態が切断されていると判断し、「休止状態」に遷移する。同様に、ＳＴＢ３０７を電
源オフにすると、通信装置（Ｔ）３０６は「休止状態」に遷移する。通信装置（Ｒ）３０
３は、ルータ３０２が常時電源オンになっているという前提があるので、「休止状態」に
は遷移しない。
【００１３】
　［特許文献２（実施の形態５）に基づく動作］
　通信装置（Ｒ）３０３は、通信装置（Ｓ）３０４や通信装置（Ｔ）３０６とイーサネッ
ト（登録商標）以外の伝送媒体上で通信をしていたが、通信装置（Ｓ）３０４や通信装置
（Ｔ）３０６が「休止状態」に遷移したため、通信が行われなくなる。通信装置（Ｒ）３
０３は、無通信状態が一定時間以上続いていることを検出し、「休止状態」に遷移する。
通信装置（Ｒ）３０３は、「休止状態」に遷移した後、一定時間毎に起動し、通信状態を
確認するという動作を繰り返す。
【００１４】
　また、特開２００４－７１８７号公報（特許文献３）は、第１のインタフェース（たと
えばＩＥＥＥ１３９４）と第２のインタフェース（たとえば無線ＬＡＮ）を備える中継装
置の電源制御方法を開示している。この方法は、パケットの内容を監視して、第１のイン
タフェースか第２のインタフェースかいずれかを選択し、選択されなかったインタフェー
スへの電源供給を遮断するというものである。
【００１５】
　この方法によると、第１のインタフェースが選択されているときは、第２のインタフェ
ースの電源供給が遮断される。この状態で、第１のインタフェースがパケットを受信すれ
ば、第２のインタフェースは、通常動作状態に復帰する。逆に、第２のインタフェースが
選択されているときは、第１のインタフェースの電源供給が遮断される。この状態で、第
２のインタフェースがパケットを受信すれば、第１のインタフェースは、通常動作状態に
復帰する。
【００１６】
　さらに、特開２００５－２４４３２９号公報（特許文献４）は、無線ＬＡＮアクセスポ
イントと無線ＬＡＮステーションと端末機器とが無線ＬＡＮネットワークで接続されてい
るときに、無線ＬＡＮステーションが待機モードである場合には、アクセスポイントが起
動パケット以外のパケットを破棄し、無線ＬＡＮステーションでのパケット受信処理時間
を短縮して省電力化を図るという技術を開示している。
【特許文献１】欧州特許出願公開第１６６７３３９号公報
【特許文献２】特開２００７－３３６１７４号公報
【特許文献３】特開２００４－７１８７号公報
【特許文献４】特開２００５－２４４３２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ネットワーク機器との接続状態を検出して「休止状態」に遷移させる技術では、ネット
ワーク機器がルータやＨＧＷなどである場合、通信装置はいつまでも「休止状態」に遷移
しない。なぜなら、ルータやＨＧＷは一般的に常時電源オンになっており、接続状態は常
にリンク・アップされた状態となるからである。特に、家庭内ではインターネットに接続
するために、片方の通信装置をルータやＨＧＷに接続する場合がほとんどである。このよ
うな利用形態では少なくとも１つの通信装置は「休止状態」に遷移することがない。
【００１８】
　また、特開２００７－３３６１７４号公報に開示された技術によると、以下のような問
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題がある。それは、電力線通信装置が起動されると、イーサネット（登録商標）の接続状
態もリンク・アップされてしまうことである。すなわち、図３において、通信装置（Ｒ）
３０３は、「休止状態」に遷移しているときは確かにイーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ（
Interface）部の電源をオフにして、通信装置（Ｒ）３０３とルータ３０２との間のイー
サネット（登録商標）の接続状態は、リンク・ダウンになるかもしれない。しかし、一定
時間毎に起動されるということは、その間はイーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ部の電源は
、オンになり、イーサネット（登録商標）接続状態はリンク・アップとなる。
【００１９】
　ところで、最近のルータには、省電力機能を備えたものがある。ルータの省電力は、未
使用ポートへの電気出力を停止することで実現されている。ルータに接続されているＰＣ
やネットワーク機器が電源オフになっている場合、あるいは、ケーブルが正しく電源コン
セントに挿入されていない場合、そのポートは、リンク・ダウンされた状態となる。ルー
タは、そのリンク・ダウンされているポートへの電気出力を停止することによって省電力
を実現する。ルータに接続されているＰＣやネットワーク機器の電源をオンにすれば、ポ
ートはリンク・アップされた状態になり、ルータはそのポートへの電気出力を再開させ、
通常の通信を実行する。上記のような未使用ポートへの電気出力を制限することにより、
５０％近くもの省電力を実現しているルータもある。
【００２０】
　図３において、通信装置（Ｒ）３０３とルータ３０２との間のイーサネット（登録商標
）接続状態がリンク・アップされていると、ルータ３０２は接続しているポートを省電力
に移行しない。その結果、ルータ３０２を含めてネットワーク全体の消費電力があまり下
がらないことになる。ネットワーク全体の消費電力を考えると、通信装置（Ｒ）３０３は
、「休止状態」に遷移しているときは、常に、イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ部の電源
をオフにしておくことが望ましい。イーサネット（登録商標）の接続状態をリンク・ダウ
ンさせることで、ルータ３０２も省電力に移行できるからである。ルータ３０２も含めて
ネットワーク全体の消費電力を少なくすることが望ましい。
【００２１】
　また、従来技術では、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネットワーク機器が混在した場合
における「休止状態」への遷移方法が十分検討されていなかった。
【００２２】
　ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネットワーク機器では、ネットワーク機器が電源オフ（
またはスタンバイ）の状態となっていても、そのネットワーク機器のイーサネット（登録
商標）ポートは、リンク・アップされた状態を維持する。そして、電源オフ（またはスタ
ンバイ）の状態でも、パケットが受信できるようになっている。そして、マジックパケッ
ト（登録商標）などの特定のパケット（以下、起動パケットと呼ぶ）を受信すると、その
ネットワーク機器は起き上がれるようになっている。このようなネットワーク機器がある
場合、通信装置は、リンク・ダウンを検出して「休止状態」に遷移するという手法は使え
ない。
【００２３】
　このような場合でも、通信装置は、たとえば、ネットワーク機器から一定時間以上にわ
たってパケットが送信されないことを検出すると、ネットワーク機器が電源オフ（または
スタンバイ）の状態となっていると推定し、自装置を、「休止状態」に遷移することは可
能である。
【００２４】
　図３において、ＰＣ３０５がＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応しており、ＰＣ３０５が電源オ
フ（またはスタンバイ）に移行したものとする。通信装置（Ｓ）３０４は、ＰＣ３０５か
ら一定時間以上にわたってパケットが送信されないことを検出すると、ＰＣ３０５が電源
オフ（またはスタンバイ）の状態となっていると推定し、「休止状態」に遷移する。ポー
トがリンク・アップされた状態のまま「休止状態」に遷移した通信装置（ここでは、通信
装置（Ｓ））がひとつでもあると、通信装置（Ｒ）３０３は、イーサネット（登録商標）
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Ｉ／Ｆ部を停止してはならない。ルータ３０２との間のイーサネット（登録商標）接続状
態をリンク・アップに維持し続けて、ルータ３０２からのパケットの受信に備える。そし
て、受信したパケットが起動パケットであるならば、通信装置（Ｓ）３０４を起こしにい
く必要がある。
【００２５】
　つまり、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネットワーク機器が混在した場合、通信装置（
Ｒ）３０３には、先ほど述べた動作とは異なる動作が求められる。つまり、ネットワーク
機器が、ＷａｋｅＯｎＬＡＮ非対応の場合は、通信装置（Ｒ）３０３は、イーサネット（
登録商標）Ｉ／Ｆ部の電源をオフにすべきである。しかし、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応し
たネットワーク機器が混在した場合、通信装置（Ｒ）３０３は、イーサネット（登録商標
）Ｉ／Ｆ部の電源をオンに維持すべきである。
【００２６】
　また、特開２００４－７１８７号公報に開示されている技術は、第１のインタフェース
か第２のインタフェースかいずれか選択されなかった方のインタフェースの電源供給を遮
断するというものである。しかしながら、パケットの内容を監視して、インタフェースを
選択するという手段が適用できない場合もある。また、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネ
ットワーク機器が混在した場合のことは、考慮されていない。
【００２７】
　特開２００５－２４４３２９号公報に記載されている技術は、アクセスポイントが起動
パケット以外のパケットを破棄するというものである。しかしながら、アクセスポイント
がスリープすることまでは考慮されていない。
【００２８】
　本発明は、上述のような問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、
ネットワーク全体の消費電力を少なくすることができる通信装置を提供することである。
【００２９】
　本発明の他の目的は、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネットワーク機器が混在した場合
でも、内部回路を適切に停止させることができ、また、起動パケットによってネットワー
ク機器を起動できる通信装置を提供することである。
【００３０】
　本発明の他の目的は、ネットワーク全体の消費電力を少なくすることができる通信装置
の状態遷移方法を提供することである。
【００３１】
　本発明の他の目的は、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネットワーク機器が混在した場合
でも、内部回路を適切に停止させることができ、また、起動パケットによってネットワー
ク機器を起動できる通信装置の状態遷移方法を提供することである。
【００３２】
　本発明の他の目的は、ネットワーク全体の消費電力を少なくすることができる通信シス
テムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　この発明のある局面に従うと、第１のネットワークの通信を第２のネットワークを用い
て中継する通信装置が提供される。この通信装置は、第１のネットワークと通信装置との
間の第１の通信インタフェース手段と、第２のネットワークと通信装置との間の第２の通
信インタフェース手段と、通信装置の内部における動作の一部停止および再開を制御する
状態遷移制御手段とを備える。通信装置の動作状態が通常動作状態であるときに、状態遷
移制御手段は、第１のネットワーク上の機器との接続がないことを検出すると、第２の通
信インタフェース手段の動作を停止させることにより、通信装置の動作状態を、第１の休
止状態に遷移させ、第２のネットワークに接続されている他の通信装置すべてが第１の休
止状態にあることを検出すると、第１の通信インタフェース手段の動作を停止させること
により、通信装置の動作状態を第２の休止状態に遷移させる。
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【００３４】
　好ましくは、通信装置は、第１の休止状態に遷移する直前に、第１の休止状態に遷移す
る旨のメッセージを第２のネットワーク上に送信する。
【００３５】
　好ましくは、通信装置は、第１のネットワーク上の機器との接続状態を検出する接続状
態検出手段をさらに備える。通信装置が第１の休止状態であるとき、接続状態検出手段が
、通信装置と第１のネットワーク上の機器との接続があることを検出すると、状態遷移制
御手段は、通信装置を通常動作状態に遷移させる。
【００３６】
　好ましくは、通信装置は、第２のネットワーク上のパケットを検出するパケット検出手
段をさらに備える。通信装置が第２の休止状態であるとき、パケット検出手段が第２のネ
ットワーク上のパケットを検出すると、状態遷移制御手段は、通信装置を通常動作状態に
遷移させる。
【００３７】
　好ましくは、通信装置が通常動作状態であるとき、状態遷移制御手段は、第１のネット
ワークに接続されている機器からパケットを予め定められた時間受信しなかったことを検
出すると、第１の通信インタフェース手段の動作状態と第２の通信インタフェース手段の
動作状態とを維持したまま、通信装置における状態遷移制御手段以外の内部回路の一部を
停止させることにより、通信装置を第３の休止状態に遷移させる。
【００３８】
　好ましくは、通信装置が通常動作状態であるとき、状態遷移制御手段は、第１のネット
ワークに接続されている機器からＢＹＥパケットを受信したことを検出すると、第１の通
信インタフェース手段の動作状態と第２の通信インタフェース手段の動作状態とを維持し
たまま、通信装置における状態遷移制御手段以外の内部回路の一部を停止させることによ
り、通信装置を第３の休止状態に遷移させる。
【００３９】
　好ましくは、通信装置は、第３の休止状態に遷移する直前に、第３の休止状態に遷移す
る旨のメッセージを第２のネットワークに送信する。
【００４０】
　好ましくは、通信装置は、第２のネットワーク上のパケットを検出するパケット検出手
段をさらに備える。通信装置が第３の休止状態であるとき、パケット検出手段が第２のネ
ットワーク上のパケットを検出すると、状態遷移制御手段は、通信装置の状態を通常動作
状態に遷移させる。
【００４１】
　好ましくは、通信装置は、第１のネットワーク上の機器から送信されたパケットを監視
するパケット監視手段をさらに備える。通信装置が第３の休止状態であるとき、パケット
監視手段が第１のネットワーク上の機器からのパケットの受信を検出すると、状態遷移制
御手段は、通信装置を通常動作状態に遷移させる。
【００４２】
　好ましくは、通信装置が通常動作状態のとき、状態遷移制御手段は、第２のネットワー
クに接続されている他の通信装置のうち少なくとも１以上の通信装置が第３の休止状態に
あり、他の残りの通信装置すべてが第１の休止状態にあること、を検出すると、第１の通
信インタフェース手段の動作状態と第２の通信インタフェース手段の動作状態とを維持し
たまま、通信装置における状態遷移制御手段以外の内部回路の一部を停止させることによ
り、通信装置を第４の休止状態に遷移させる。
【００４３】
　好ましくは、通信装置は、第２のネットワーク上のパケットを検出するパケット検出手
段をさらに備える。通信装置が第４の休止状態であるとき、パケット検出手段が第２のネ
ットワーク上のパケットを検出すると、状態遷移制御手段は、通信装置の状態を通常動作
状態に遷移させる。
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【００４４】
　好ましくは、通信装置は、第１のネットワーク上の機器から送信されたパケットを監視
するパケット監視手段をさらに備える。通信装置が第４の休止状態であるとき、パケット
監視手段が第１のネットワーク上の機器から起動パケットを受信したことを検出すると、
状態遷移制御手段は、通信装置を通常動作状態に遷移させる。
【００４５】
　この発明の他の局面に従うと、第１のネットワークの通信を第２のネットワークを用い
て中継する通信装置の状態を遷移させる方法が提供される。通信装置は、第１のネットワ
ークと通信装置との間の第１の通信インタフェースと、第２のネットワークと通信装置と
の間の第２の通信インタフェースとを備えている。この方法は、通信装置の動作状態が通
常動作状態であるときに、第１のネットワーク上の機器との接続がないことを検出すると
、第２の通信インタフェースの動作を停止させることにより、通信装置の動作状態を、第
１の休止状態に遷移させるステップと、第２のネットワークに接続されている他の通信装
置すべてが第１の休止状態にあることを検出すると、第１の通信インタフェースの動作を
停止させることにより、通信装置の動作状態を第２の休止状態に遷移させるステップとを
含む。
【００４６】
　好ましくは、この方法は、通信装置が通常動作状態であるとき、第１のネットワークに
接続されている機器からパケットを予め定められた時間受信しなかったことを検出すると
、第１の通信インタフェースの動作状態と第２の通信インタフェースの動作状態とを維持
したまま、通信装置の内部回路の一部を停止させることにより、通信装置を第３の休止状
態に遷移させるステップをさらに含む。
【００４７】
　好ましくは、この方法は、通信装置が通常動作状態のとき、第２のネットワークに接続
されている他の通信装置のうち少なくとも１以上の通信装置が第３の休止状態にあり、他
の残りの通信装置すべてが第１の休止状態にあることを検出すると、第１の通信インタフ
ェースの動作状態と第２の通信インタフェースの動作状態とを維持したまま、通信装置の
内部回路の一部を停止させることにより、通信装置を第４の休止状態に遷移させるステッ
プをさらに含む。
【００４８】
　この発明のさらに他の局面に従う通信システムは、上記のいずれかに記載の複数の通信
装置を備える。複数の通信装置の各々は、互いに異なるネットワークに接続されている。
各通信装置同士は、同一のネットワークによって接続されている。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明によると、ネットワーク全体の消費電力を少なくすることができる。また、本発
明のある局面に従う通信装置によると、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネットワーク機器
が混在した場合でも、当該通信装置の内部回路を適切に停止させることができ、また、起
動パケットによってネットワーク機器を起動することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００５１】
　＜第１の実施の形態＞
　第１の実施の形態では、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネットワーク機器がない場合の
「休止状態」への遷移方法を説明する。
【００５２】
　　［通信装置の構成］
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　図１は、本発明における通信装置の構成の概略を表わす図である。ここでは通信装置と
して電力線通信装置１０１を念頭に記載しているが、通信の態様は電力線通信に限られな
い。また、通信装置は、少なくとも通信機能を有する装置であればよい。たとえば、ルー
タ、ＨＧＷ、中継装置、ハブ、Ｙケーブル、ＰＣ、ＮＡＳ、プリンタ、ＨＤＤレコーダ、
ＴＶ等に含まれ得る。電力線通信装置１０１は、電源ユニット１０２と、電源回路１０３
と、発振器１０４と、アナログフロントエンド部１０５と、通信制御部１０６と、イーサ
ネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０７と、接続状態検出部１０８と、パケット検出部１０９と
、状態遷移制御部１１０とを備える。
【００５３】
　電源ユニット１０２は、ＡＣ（Alternating　Current）－ＤＣ（Direct　Current）変
換器（図示しない）、カップリングトランス（図示しない）等を含む。ＡＣ－ＤＣ変換器
は、電源回路１０３その他の各部に電源を供給する。カップリングトランスは、電灯線と
称される電源ラインに対して、電源／ＰＬＣ搬送信号の重畳・分離を行なう。
【００５４】
　電源回路１０３は、電源ユニット１０２から供給される電源電圧（＋１１Ｖ）を電力線
通信装置１０１の各部で必要な電源電圧（＋３．３Ｖ等）に変換する。電源回路１０３は
、具体的には、ＤＣ－ＤＣコンバータやスイッチング・レギュレータ等を含む。変換前の
電源電圧あるいは変換後の電源電圧は、状態遷移制御部１１０等各部に供給される。
【００５５】
　発振器１０４は、電力線通信装置１０１の各部で必要なクロック（７５ＭＨｚなど）を
生成する。発振器１０４は、具体的には、水晶発振器または水晶発振子とＰＬＬ（Phase
　Locked　Loop）との組み合わせとして実現される。生成されたクロックは、状態遷移制
御部１１０等の各部に供給される。
【００５６】
　アナログフロントエンド部１０５は、ＰＬＣ通信データ信号のＡ／Ｄ（Analog to Digi
tal）変換器、Ｄ／Ａ（Digital to Analog）変換器、送受信のフィルタ回路等を含む。ア
ナログフロントエンド部１０５は、送信系と受信系に分けられる。詳細は、図２で説明す
る。
【００５７】
　通信制御部１０６は、デジタル変復調部、媒体アクセス制御部、イーサネット（登録商
標）Ｉ／Ｆ制御部などを含む。
【００５８】
　デジタル変復調部は、ＰＨＹ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ）レイヤを担当する。具体的には、パ
ケット検出、シンボルタイミング同期、ＦＦＴ／ＩＦＦＴ（Fast　Fourier　Transform／
Inverse　FFT）、誤り訂正のための符号化／復号化等を行なう。これらは、ＯＦＤＭ（Or
thogonal　Frequency　Division　Multiplex）の送受信装置に一般的に必要な処理である
。
【００５９】
　媒体アクセス制御部は、ＭＡＣ（Media　Access　Control）レイヤを担当する。具体的
には、ＣＳＭＡ／ＣＡ（Carrier　Sense　Multiple　Access　with　Collision　Avoidan
ce）などのアクセス制御や、ネットワークの管理などを行なう。通信制御部１０６は、具
体的には、電力線通信用のＩＣチップとして実現される。
【００６０】
　図１には記載していないが、他の局面においては、通信制御部１０６は、ＣＰＵ（Cent
ral　Processing　Unit）その他のプロセッサと、ＤＲＡＭ（Dynamic　Random　Access　
Memory）やフラッシュＲＯＭ（Read　Only　Memory）等の記憶装置等を含む。
【００６１】
　イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ制御部は、イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０７に
電気的に接続され、ネットワーク機器１５０との間でデータを送受信する。
【００６２】
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　電力線通信装置１０１が通常の動作状態であるのとき、通信制御部１０６は、無通信状
態が予め設定された一定時間以上続いたことを検出すると、状態遷移制御部１１０にその
旨を通知する。あるいは、通信制御部１０６は、電力線通信ネットワークを構成する他の
通信装置すべてが「休止状態」に遷移したことを検出すると、状態遷移制御部１１０にそ
の旨を通知する。
【００６３】
　イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０７は、外部のネットワーク機器１５０とインタフ
ェースをとる。ここでは、電力線通信装置１０１とネットワーク機器１５０とは、イーサ
ネット（登録商標）で接続されているものとする。イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０
７は、具体的には、イーサネット（登録商標）ＰＨＹまたはイーサネット（登録商標）・
スイッチ・デバイスなどである。
【００６４】
　接続状態検出部１０８は、ネットワーク機器１０８との接続状態を検出する。なお、こ
の検出は、特別なハードウェアを必要としない。接続状態の検出には、イーサネット（登
録商標）Ｉ／Ｆ１０７を構成するイーサネット（登録商標）ＰＨＹまたはイーサネット（
登録商標）・スイッチ・デバイスのリンク検出機能が用いられる。接続状態は、イーサネ
ット（登録商標）ＰＨＹ内のレジスタ読み出し、または、イーサネット（登録商標）ＰＨ
Ｙからの出力信号を読み出すことで検出できる。イーサネット（登録商標）・スイッチ・
デバイスの場合も同様である。
【００６５】
　接続状態検出部１０８は、ネットワーク機器１５０との接続状態を検出すると、状態遷
移制御部１１０にその旨を通知する。
【００６６】
　ネットワーク機器１５０との接続状態は、イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０７と接
続状態検出部１０８とによって検出される。したがって、検出に影響のないブロック（た
とえば、通信制御部１０６、アナログフロントエンド部１０５等）は停止させても接続検
出の機能は維持される。
【００６７】
　パケット検出部１０９は、ＰＬＣ通信のデータ信号をアナログフロントエンド部１０５
でアナログ／デジタル変換したデータの入力を受けて、有効なＰＬＣ通信の信号を受信し
ているかどうかを、その入力されたデータに基づいて判定する。パケット検出部１０９は
、有効なＰＬＣ通信の信号を受信していることを検出すると、状態遷移制御部１１０にそ
の旨を通知する。その処理の詳細は、図２を参照して説明する。
【００６８】
　状態遷移制御部１１０は、通信制御部１０６、接続状態検出部１０８、パケット検出部
１０９からの各入力に基づき、各部の電源、クロックその他制御信号を制御する。状態遷
移制御部１１０は、具体的には、当該処理を実現するように構成されたプログラムがＣＰ
Ｕその他のプロセッサによって実行されることにより、実現される。状態遷移制御部１１
０は、通信制御部１０６を実現するプロセッサとは別個のＣＰＵであってもよく、あるい
は、通信制御部１０６内に含まれるＣＰＵによって実現されてもよい。
【００６９】
　ただし、状態遷移制御部１１０が通信制御部１０６内に含まれるＣＰＵによって実現さ
れる場合、通信制御部１０６が停止しているときは、そのＣＰＵは、外部割込み信号で起
動されるように構成されることになる。この場合、たとえば、パケット検出部１０９また
は接続状態検出部１０８からの割込み信号によって、通信制御部１０６内のＣＰＵは、待
機状態からアクティブな状態に切り換えられるものとする。
【００７０】
　　［アナログフロントエンドの構成］
　図２を参照して、アナログフロントエンド周辺の構成について説明する。図２は、アナ
ログフロントエンド部１０５の詳細を表わす図である。
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【００７１】
　アナログフロントエンド部１０５は、受信系２１０と、送信系２２０とを含む。受信系
２１０は、受信フィルタ１０５１と、ＡＧＣ（Automatic　Gain　Control）１０５２と、
Ａ／Ｄ変換器１０５３とを含む。送信系２２０は、Ｄ／Ａ変換器１０５４と、送信フィル
タ１０５５と、ライン・ドライバ１０５６とを含む。
【００７２】
　受信フィルタ１０５１は、ＰＬＣ通信に必要な帯域の信号のみを通過させる。ＡＧＣ１
０５２は、信号のゲインを自動調整する。Ａ／Ｄ変換器１０５３は、アナログ信号をデジ
タル・データに変換して、その変換によって生成されたデジタル・データを出力する。
【００７３】
　デジタル・データは、パケット検出部１０９と通信制御部１０６とに入力される。通信
制御部１０６は、パケット検出、シンボルタイミング同期、ＦＦＴなど、ＰＬＣ通信に必
要な処理を実行する。
【００７４】
　パケット検出部１０９は、パケット検出のみ実行する。具体的には、パケット検出部１
０９は自己相関器である。パケット検出部１０９は、通信制御部１０６と別個の独立した
外部回路であってもよく、あるいは、通信制御部１０６内に含まれていてもよい。パケッ
ト検出部１０９が通信制御部１０６内に含まれている場合であっても、パケット検出部１
０９に対する電源供給およびクロック供給と、その他への電源供給およびクロック供給と
が、独立であることが望ましい。
【００７５】
　パケット検出部１０９の回路構成は、通信制御部１０６全体の回路構成に比べるとわず
かな規模である。また、ソフトウェア処理は必要ではない。
【００７６】
　　［相関器の構成］
　次に相関器について説明する。一般的に、ｎ対の数値（ｘ１，ｙ１），（ｘ２，ｙ２）
，・・・（ｘｎ，ｙｎ）に対する相関係数の値は式（１）を用いて求められる。
【００７７】

【数１】

【００７８】
【数２】

【００７９】
【数３】
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【００８０】
　相関係数ｃｏｒｒは－１から＋１までの範囲にあり、＋１に近いほど正の相関があるこ
とを示す。ｃｏｒｒの値が式（４）を満たせば、相関器は、相関があると判定する。
【００８１】
【数４】

【００８２】
　ただし、ｃｏｒｒ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄは相関値のしきい値であり、例えば０．７５の
ように設定する。なお、式（１）の平方根の計算は難しいため、式（１）は式（５）で代
用してもよい。
【００８３】
【数５】

【００８４】
　（ｘ，ｙ）が同一の信号源である場合には、相関係数ｃｏｒｒは、自己相関係数と呼ぶ
。異なる信号源を用いている場合には、相関係数ｃｏｒｒは、相互相関係数と呼ぶ。
【００８５】
　パケット検出部１０９は、自己相関係数を用いてパケットを検出できる。詳しくは、パ
ケット検出部１０９は、Ｎ点前の自己の信号との相関係数を計算する。
【００８６】
　図４を参照して、ＨｏｍｅＰｌｕｇＡＶ規格に従って送信されるプリアンブルの構成に
ついて説明する。たとえば、ＨｏｍｅＰｌｕｇＡＶ規格においては、パケット送信に先立
ち、図４に示されるようなプリアンブルが送信される。プリアンブルのパターンは、周期
５．１２マイクロ秒（μｓ）で繰り返されるので、７５ＭＨｚでサンプリングすると、３
８４点ごとに類似した信号系列を受信するはずである。Ｎ＝３８４、ｙｉ＝ｘｉ－Ｎとし
、式（５）と式（４）の条件が満たされた場合、パケット検出部１０９は、有効なＰＬＣ
通信の信号を受信したと判定する。その判定に応答して、パケット検出部１０９は、状態
遷移制御部１１０にパケット検出したことを通知する。
【００８７】
　上記の説明に基づくパケット検出は、たとえば、３つの乗算器と少しの回路で実現でき
る。これは、少なくとも２５６個の乗算器を必要とするＦＦＴと比べると、わずかな規模
の回路である。
【００８８】
　ＰＬＣ上のパケットを検出するために必要なブロックは、アナログフロントエンド部１
０５の受信系２１０とパケット検出部１０９だけであり、全体の回路から比べるとわずか
な規模である。動作に影響のないブロック（アナログフロントエンド部１０５の送信系２
１０、通信制御部１０６、イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０７等）は、停止させてよ
い。
【００８９】
　また、たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａの無線ＬＡＮにおいては、ショート・プリア
ンブルで周期０．８μ秒の固定パターンの信号が１０回繰り返される。したがって、パケ
ット検出部１０９は、この期間中に無線パケット信号を検出することができる。
【００９０】
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　　［ブロックの停止］
　図５を参照して、電力線通信装置１０１における動作の停止について説明する。図５は
、休止状態（Ａ）と休止状態（Ｂ）とについてどのブロックを停止させるかをまとめたも
のである。
【００９１】
　ここで、本実施の形態において、休止状態（Ａ）とは、イーサネット（登録商標）のリ
ンク・ダウンにより遷移する「休止状態」のことをいう。
【００９２】
　本実施の形態において、休止状態（Ｂ）とは、ＰＬＣ上の他の通信装置のすべてが休止
状態であることを検出することにより遷移する「休止状態」のことをいう。ただし、Ｗａ
ｋｅＯｎＬＡＮには対応しない。
【００９３】
　ブロック（Ｘ）は、アナログフロントエンド部１０５の受信系２１０およびパケット検
出部１０９を含む。ブロック（Ｙ）は、通信制御部１０６、アナログフロントエンド部１
０５の送信系２１０を含む。ブロック（Ｚ）は、イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０７
および接続状態検出部１０８を含む。
【００９４】
　図５において、「停止」させると書かれているブロックは、必ずしも停止させる必要は
なく、一部、または全部を動作させていてもよい。電力線通信装置１０１の実装に応じて
柔軟に選択してよい。また、図５において、「動作」させると書かれているブロックは、
必ずしも常時動作させる必要はなく、間欠的に起き上がって動作させてもよい。間欠的に
動作させると、一層の低消費電力化が実現できる。
【００９５】
　　［制御構造］
　図６および図７を参照して、本実施の形態に係る電力線通信装置１０１の制御構造につ
いて説明する。図６は、休止状態（Ａ）へ遷移する手順を表わすフローチャートである。
図７は、休止状態（Ａ）から通常動作状態に復帰する手順を表わすフローチャートである
。
【００９６】
　図６を参照して、電力線通信装置１０１が通常状態であるとき（ステップＳ１０１）、
通信制御部１０６が、イーサネット（登録商標）通信のリンク・ダウンを検出すると（ス
テップＳ１０２）、ブロック（Ｘ）の動作とブロック（Ｙ）の動作とを停止させる（ステ
ップＳ１０３）。
【００９７】
　ここで、各ブロックの動作の停止は、たとえば、電源供給の停止、または、クロック供
給の停止等によって実現される。電源供給の停止は、具体的には、ＦＥＴ（Field　Effec
t　Transistor）を用いて、電源回路１０３にて変換された電源の供給を、オンとオフと
の間で切り換えることである。または、他の局面において、スイッチング・レギュレータ
の出力そのものを停止させてもよい。
【００９８】
　クロック供給の停止は、具体的には、ＡＮＤゲートなどを用いてクロックをマスクする
ことである。また、それ以外にも、ＩＣ（Integrated　Circuit）チップに入力されるパ
ワーダウン信号を制御する、リセット信号をかけ続ける、入力データ信号をマスクする等
の方法もある。いずれの方法を用いてもかまわない。これらの制御は、当該処理を実現す
るように構成されたソフトウェアを実行させることにより実現される。
【００９９】
　その後、電力線通信装置１０１は、通常の動作状態から休止状態（Ａ）に遷移する旨を
、その旨を表わすパケットをブロードキャストすることにより、ネットワークに接続され
ている他の通信装置に通知する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０４における通知は
、他の通信装置にとって、ネットワーク管理という観点から有用なものであるが、本実施
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の形態においては、ステップＳ１０４の処理は、必ずしも必要ではない。その後、電力線
通信装置１０１は、休止状態（Ａ）へ遷移する（ステップＳ１０５）。休止状態（Ａ）へ
の遷移は、たとえば、ステップＳ１０３の処理から予め定められた時間の経過後に行なわ
れる。
【０１００】
　図７を参照して、電力線通信装置１０１の状態が休止状態（Ａ）であるとき（ステップ
Ｓ２０１）、通信制御部１０６は、イーサネット（登録商標）のリンク・アップを検出す
ると（ステップＳ２０２）、ブロック（Ｘ）の動作とブロック（Ｙ）の動作とを再開する
（ステップＳ２０３）。
【０１０１】
　その後、通信制御部１０６は、ＰＬＣ上に任意のパケットを送信する（ステップＳ２０
４）。ここで、送信されるパケットは特別なものでなくてよい。ネットワークを構成する
ための手順のひとつとしてパケットを送信する。
【０１０２】
　ステップＳ２０４で送信されるパケットは、前述している休止状態（Ｂ）へ遷移してい
る通信装置があれば、それを起き上がらせるという役割がある。あるいは、他の局面にお
いて、ステップＳ２０４で送信されるパケットは、目覚ましパケットであってもよい。「
目覚ましパケット」とは、ＰＬＣ上で休止している通信装置を起こすためのものである。
通信装置は、目覚ましパケットを受信すると、休止状態から、通常の待機状態にその動作
状態を切り換える。また、休止状態（Ａ）から復帰した通信装置は、伝送媒体上に他の通
信装置がいないことを確認すると、適当な時間連続して「目覚ましパケット」を送信する
。このようにすると、休止状態（Ｂ）へ遷移している通信装置が、定期的にしかパケット
検出を行っていない場合でも、パケットをその間隔で検出できるため、即座に起き上がる
ことができる。その後、電力線通信装置１０１は、通常の動作状態へ遷移する（ステップ
Ｓ２０５）。
【０１０３】
　図８は、電力線通信装置１０１が休止状態（Ｂ）へ遷移する手順を表わすフローチャー
トである。図９は、電力線通信装置１０１が通常の動作状態に復帰する手順を表わすフロ
ーチャートである。
【０１０４】
　図８を参照して、電力線通信装置１０１が通常の動作状態であるとき（ステップＳ３０
１）、状態制御部１１０は、電力線通信装置１０１自身以外の通信装置すべてが休止状態
（Ａ）に遷移していることを検出すると（ステップＳ３０２）、ブロック（Ｙ）の動作と
ブロック（Ｚ）の動作とを停止する（ステップＳ３０３）。
【０１０５】
　より詳しくは、ステップＳ３０２において、状態遷移制御部１１０は、以下のような処
理を実行する。他の通信装置が休止状態（Ａ）に遷移する前に当該他の通信装置がその旨
を示すパケットをブロードキャストする場合には、電力線通信装置１０１は、そのパケッ
トを受信することで、他の通信装置が休止状態（Ａ）であることを検出する。
【０１０６】
　または、次のように処理してもよい。すなわち、電力線通信装置１０１は、ＰＬＣ上で
無通信状態が一定時間以上続いていることを検出する。特に、ＰＬＣや無線の場合、チャ
ンネル状況の変化により、まったく通信できなくなることもあり得る。このような場合に
備えて、無通信状態が一定時間以上続いていることを電力線通信装置１０１が検出するこ
とは意味がある。その後、電力線通信装置１０１は、休止状態（Ｂ）へ遷移する（ステッ
プＳ３０４）。電力線通信装置１０１が休止状態（Ｂ）に遷移すると、イーサネット(登
録商標）Ｉ／Ｆ１０７を停止させ、その結果、イーサネット（登録商標）の接続状態をリ
ンク・ダウンにさせている。
【０１０７】
　図９を参照して、電力線通信装置１０１の動作状態が休止状態（Ｂ）であるとき（ステ



(17) JP 2010-11341 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

ップＳ４０１）、パケット検出部１０９は、ＰＬＣ上にパケットを検出すると（ステップ
Ｓ４０２）、ブロック（Ｙ）の動作とブロック（Ｚ）の動作とを再開する（ステップＳ４
０３）。
【０１０８】
　その後、電力線通信装置１０１は、通常の動作状態へ遷移する（ステップＳ４０４）。
　以上のような構造およびフローチャートに基づく本発明の実施の形態にかかる電力線通
信装置１０１の動作を、図３を用いて説明する。なお、電力線通信装置１０１は、通信装
置（Ｒ）３０３、通信装置（Ｓ）３０４、通信装置（Ｔ）３０６に対応するものとして説
明する。
【０１０９】
　ＰＣ３０５の電源をオフにする。通信装置（Ｓ）３０４とＰＣ３０５との間のイーサネ
ット（登録商標）接続状態がリンク・ダウンとなる。通信装置（Ｓ）３０４は、ネットワ
ーク機器との接続状態が切断されていると判断し、その動作状態は、休止状態（Ａ）に遷
移する。このとき、通信装置（Ｓ）３０４は、休止状態（Ａ）に遷移する旨を示すパケッ
トをブロードキャストにより他の通信装置（Ｒ）３０３、通信装置（Ｔ）３０６に通知し
てもよい。
【０１１０】
　同様に、ＳＴＢ３０７の電源をオフにすると、通信装置（Ｔ）３０６の動作状態は、休
止状態（Ａ）に遷移する。
【０１１１】
　通信装置（Ｒ）３０３は、通信装置（Ｓ）３０４または通信装置（Ｔ）３０６が休止状
態（Ａ）に遷移したことを検出する。あるいは、通信装置（Ｒ）３０３は、ＰＬＣ上で無
通信状態が一定時間以上続いていることを検出する。その後、通信装置（Ｒ）３０３は、
休止状態（Ｂ）に遷移する。
【０１１２】
　このとき、通信装置（Ｒ）３０３とルータ３０２との間のイーサネット（登録商標）の
接続状態はリンク・ダウンとなるので、ルータ３０２も通常の動作モードから省電力モー
ドに移行できる。
【０１１３】
　　［機器の電源オン時］
　その後、ＰＣ３０５の電源をオンにする。通信装置（Ｓ）３０４とＰＣ３０５との間の
イーサネット（登録商標）の接続状態は、リンク・アップとなる。通信装置（Ｓ）３０４
は、ネットワーク機器との接続状態があると判断し、通常の動作状態に遷移する。このと
き、通信装置（Ｓ）３０４は、ネットワークを構成するための手順のひとつとしてパケッ
トを送信する。
【０１１４】
　通信装置（Ｒ）３０３は、ＰＬＣ上でパケットを検出すると、通常の動作状態に遷移す
る。通信装置（Ｒ）３０３とルータ３０２との間のイーサネット（登録商標）の接続状態
は、リンク・アップとなる。ルータ３０２は、リンク・アップを検出することにより、省
電力モードから通常の動作モードに復帰する。なお、通信装置（Ｔ）３０６は、ＳＴＢ３
０７の電源がオフである限り、休止状態（Ａ）のままである。
【０１１５】
　以上により、通信装置を「休止状態」に遷移させる方法が示され、ネットワーク全体の
消費電力を少なくする方法が示された。
【０１１６】
　＜第２の実施の形態＞
　以下、本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の形態では、ＷａｋｅＯｎ
ＬＡＮに対応したネットワーク機器が混在した場合の「休止状態」への遷移方法を説明す
る。
【０１１７】
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　図１０は、本発明の第２の実施の形態に係る電力線通信装置１０００の構成の概略を表
わす図である。なお、図１に示される構成要素と同じ構成要素には、同一の番号を付して
ある。それらの機能も同じである。したがって、同じ構成要素の説明は、繰り返さない。
【０１１８】
　電力線通信装置１０００は、図１に示される電力線通信装置１０１の構成に加えて、パ
ケット監視部１１１をさらに備える。パケット監視部１１１は、イーサネット（登録商標
）Ｉ／Ｆ１０７と通信制御部１０６との間に配置され、ネットワーク機器１５０から送ら
れるパケットを監視するように構成されている。なお、本実施の形態に係る電力線通信装
置１０００は、ネットワーク機器１５０へ送信するパケットを監視する必要はない。また
、パケット監視部１１１からパケットを送信することはない。
【０１１９】
　通常、イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０７と通信制御部１０６の間は、ＭＩＩ（Me
dia　Independent　Interface）バスで接続されており、このバス接続によりパケットを
監視することができる。
【０１２０】
　パケット監視部１１１は、通信制御部１０６とイーサネット（登録商標）インタフェー
ス１０７との間を、パケットが流れているか否かを判定する、または、パケットが起動パ
ケットであるかどうかを判定する。
【０１２１】
　パケット監視部１１１は、パケットが単に流れているか否かを判定するだけならば、接
続状態検出部１０８と同様に、イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０７であるイーサネッ
ト（登録商標）ＰＨＹまたはイーサネット（登録商標）・スイッチ・デバイスのアクティ
ブ検出機能を利用することができる。特別な回路は不要である。この場合、パケット監視
部１１１から外部割込み信号を通じて、通信制御部１０６内のＣＰＵを起こしにいくこと
ができる。
【０１２２】
　パケット監視部１１１は、パケットが起動パケットであるかどうかを判定するためには
、通信制御部１０６とは別個の外部回路として、または、ＣＰＵ上で動作するソフトウェ
アとして構成される必要がある。パケット監視部１１１は、通信制御部１０６とは別個の
独立したＣＰＵであってもよいし、あるいは、他の局面において、通信制御部１０６内に
含まれるＣＰＵであってもよい。ただし、パケット監視部１１１が通信制御部１０６内に
含まれるＣＰＵ上で実現させるならば、通信制御部１０６のＣＰＵは停止させてはならな
い。
【０１２３】
　図１１は、電力線通信装置１０００の動作状態が休止状態（Ｃ）と休止状態（Ｄ）であ
るとき、どのブロックを停止させるかの規定を表わす図である。ここで、「休止状態（Ｃ
）」とは、イーサネット（登録商標）がリンク・アップ状態のままであるが、ネットワー
ク機器１５０からパケットを一定時間受信しなかった場合に遷移する「休止状態」のこと
をいう。たとえば、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応するネットワーク機器の電源がオフ（また
はスタンバイ）である場合が想定される。
【０１２４】
　休止状態（Ｄ）とは、ＰＬＣ上の他の通信装置のすべてが休止状態であることを検出す
ることにより遷移する「休止状態」のことをいう。ただし、休止状態（Ｂ）とは違って、
ＷａｋｅＯｎＬＡＮ対応ネットワーク機器が混在している場合を考慮する。
【０１２５】
　また、ブロック（Ｚ’）は、イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆ１０７、接続状態検出部
１０８、パケット監視部１１１等を含む。
【０１２６】
　　［制御構造］
　図１２および図１３を参照して、本発明の第２の実施の形態に係る電力線通信装置１０
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００の制御構造について説明する。図１２は、本発明の第２の実施の形態に係る電力線通
信装置１０００が通常の動作状態から休止状態（Ｃ）へ遷移する手順を表わすフローチャ
ートである。図１３は、電力線通信装置１０００が休止状態（Ｃ）から通常動作状態に復
帰する手順を表わすフローチャートである。
【０１２７】
　電力線通信装置１０００の動作状態が通常の動作状態であるとき（ステップＳ５０１）
、イーサネット（登録商標）はリンク・アップ状態のままである。通信制御部１０６は、
ネットワーク機器１５０からパケットを一定時間受信しなかった場合を検出すると（ステ
ップＳ５０２）、ブロック（Ｙ）の動作を停止する（ステップＳ５０３）。その後、通信
制御部１０６は、電力線通信装置１０００の動作状態が休止状態（Ｃ）に遷移する旨を示
すパケットをブロードキャストする（ステップＳ５０４）。そのパケットの送信から予め
定められた時間が経過すると、電力線通信装置１０００の動作状態は、休止状態（Ｃ）へ
遷移する（ステップＳ５０５）。
【０１２８】
　好ましくは、ステップＳ５０２において、通信制御部１０６は、ネットワーク機器１５
０からある種のパケット（ここでは、ＢＹＥパケットと呼ぶ。）を受信したことを検出す
ると、休止状態（Ｃ）へ遷移してもよい。「ＢＹＥパケット」とは、ネットワーク機器１
５０が電源オフ（またはスタンバイ）に移行するときに送出するパケットのことである。
ネットワーク機器１５０によっては、このような「ＢＹＥパケット」が送出されることが
ある。具体的な例としては、ＵＰｎＰ（Universal　Plug　and　Play）のＳＳＤＰ（Simp
le　Service　Discovery　Protocol）プロトコルの１つである、ｂｙｅｂｙｅメッセージ
がある。「ＢＹＥパケット」を検出して休止状態（Ｃ）へ遷移する方法は、パケットを一
定時間受信しないことを監視せずに済むため、時間がかからないという利点がある。
【０１２９】
　図１３を参照して、電力線通信装置１０００が休止状態（Ｃ）であるとき（ステップＳ
６０１）、パケット監視部１１１がイーサネット（登録商標）から任意のパケットの受信
を検出すると（ステップＳ６０２にてＹＥＳ）、状態遷移制御部１１０は、ブロック（Ｙ
）の動作を再開する（ステップＳ６０３）。
【０１３０】
　その後、通信制御部１０６は、ＰＬＣ上に任意のパケットを送信する（ステップＳ６０
４）。ここで送信するパケットは、特別なものでなくてよい。通信制御部１０６は、ネッ
トワークを構成するための手順のひとつとしてパケットを送信する。なお、ステップＳ６
０４において送信されるパケットは、休止状態（Ｂ）または休止状態（Ｄ）である通信装
置があれば、当該通信装置を起き上がらせるという役割がある。その後、電力線通信装置
１０００は、通常の動作状態へ遷移する（ステップＳ６０５）。
【０１３１】
　一方、パケット監視部１１１がイーサネット（登録商標）からのパケットの受信を検知
しない場合において（ステップＳ６０２にてＮＯ）、パケット検出部１０９がＰＬＣ上に
パケットを検出すると（ステップＳ６０６にてＹＥＳ）、状態遷移制御部１１０は、ブロ
ック（Ｙ）の動作を再開する（ステップＳ６０７）。その後、電力線通信装置１０００は
、通常の動作状態へ遷移する（ステップＳ６０８）。
【０１３２】
　それ以降、電力線通信装置１０００は、通常の動作状態の一環として、ＰＬＣから受信
したパケットをイーサネット（登録商標）の通信ネットワーク（たとえばネットワーク機
器１５０）へ送信する。なお、ＰＬＣから受信したパケットが、起動パケットである場合
には、そのパケットは、ネットワーク機器１５０を起動させる。
【０１３３】
　図１４および図１５を参照して、休止状態（Ｄ）への遷移と通常動作状態への復帰とに
ついて説明する。図１４は、電力線通信装置１０００が休止状態（Ｄ）に遷移する手順を
表わすフローチャートである。図１５は、電力線通信装置が通常の動作状態に遷移するた
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めの手順を表わすフローチャートである。
【０１３４】
　図１４を参照して、電力線通信装置１０００の動作状態が通常の動作状態であるとき（
ステップＳ７０１）、状態遷移制御部１１０は、で力線通信装置１０００以外の全ての通
信装置が「休止状態」に遷移し、そのうち１つ以上の通信装置が休止状態（Ｃ）に遷移し
た場合を検出すると（ステップＳ７０２）、ブロック（Ｙ）を停止する（ステップＳ７０
３）。
【０１３５】
　ステップＳ７０２における処理は、具体的には、以下のように実行される。まず、電力
線通信装置１０００以外の通信装置すべてが「休止状態」に遷移したことの検出は、以下
のように行なわれる。他の通信装置が、休止状態に遷移する前に、その旨を示すパケット
をブロードキャスト送信する場合には、電力線通信装置１０００がそのパケットを受信す
ることで、当該他の通信装置が「休止状態」に遷移したことを検出する。または、電力線
通信装置１０００は、ＰＬＣ上の無通信状態が一定時間以上続いていることを検出すると
、他の通信装置が「休止状態」であることを検出する。
【０１３６】
　次に、電力線通信装置１０００が、複数の通信装置のうちの１つ以上の通信装置が休止
状態（Ｃ）に遷移していることを検出するために、以下のような処理を実行する。すなわ
ち、他の通信装置は、休止状態（Ｃ）に遷移する前に、その旨示すパケットをブロードキ
ャスト送信するので、電力線通信装置１０００は、そのパケットを受信することで、当該
１つ以上の通信装置が休止状態（Ｃ）に遷移していることを検出する。その後、電力線通
信装置１０００は、休止状態（Ｄ）へ遷移する（ステップＳ７０４）。
【０１３７】
　図１５を参照して、電力線通信装置１０００が休止状態（Ｄ）であるときに（ステップ
Ｓ８０１）、パケット監視部１１１が、イーサネット（登録商標）の通信ネットワーク（
たとえばネットワーク機器１５０）から起動パケットを受信したことを検出すると（ステ
ップＳ８０２）、ブロック（Ｙ）の動作を再開する（ステップＳ８０３）。
【０１３８】
　その後、通信制御部１０６は、ＰＬＣ上に任意のパケットを送信する（ステップＳ８０
４）。ここで、通信制御部１０６によって送信されるパケットは、特別なものではない。
通信制御部１０６は、ネットワークを構成するための手順のひとつとして、パケットを送
信する。なお、ステップＳ８０４で送信されるパケットは、休止状態（Ｂ）または休止状
態（Ｄ）へ遷移している通信装置があれば、それを起動させるという役割がある。
【０１３９】
　その後、電力線通信装置１０００は、通常の動作状態へ遷移する（ステップＳ８０５）
。それ以降、電力線通信装置１０００は、通常の動作の一環として、イーサネット（登録
商標）から受信したパケットを、電源ユニット１０２を介して電力線に送信し、ＰＬＣが
行なわれる。
【０１４０】
　なお、ステップＳ８０２において、判断の対象が起動パケットだけに限定されている理
由は、ルータ３０２に接続された通信装置は、ルータ３０２から無用なパケットを受信す
ることが多いからである。ここで、「無用なパケット」とは、電源オフ（またはスタンバ
イ）状態である（ＷａｋｅＯｎＬＡＮ対応の）ネットワーク機器が起動するために無関係
なパケットのことである。通信制御部１０６が、そのような「無用なパケット」をＰＬＣ
上へ伝送すると、休止状態（Ｃ）へ遷移している通信装置は起き上がることになる。これ
は無駄な処理なので、本実施の形態では、起動パケット以外のパケットは伝送しないこと
とする。
【０１４１】
　「無用なパケット」の例は、たとえば、あて先アドレスがブロードキャスト・アドレス
またはマルチキャスト・アドレスで送信されるような制御パケットである。ルータ３０２
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が当該「無用なパケット」を送信する場合もあるし、ルータ３０２に接続された他のネッ
トワーク機器（図示しない）が送信する場合もある。
【０１４２】
　一方、パケット監視部１１１が起動パケットを受信しなかった場合（ステップＳ８０２
にてＮＯ）、パケット検出部１０９は、ＰＬＣ上にパケットを検出すると（ステップＳ８
０６）、ブロック（Ｙ）の動作を再開する（ステップＳ８０７）。電力線通信装置１００
０は、通常の動作状態へ遷移する（ステップＳ８０８）。
【０１４３】
　［起動パケット］
　ここで、本発明の実施の形態における起動パケットについて説明する。起動パケットと
は、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネットワーク機器を起こすためのパケットをいう。し
たがって、起動パケットは、ＭＡＣアドレス、ＩＰアドレスその他のネットワーク機器を
特定するための情報を含む。
【０１４４】
　そこで、図１６を参照して、本実施の形態に係る起動パケットの具体的構成の一例につ
いて説明する。図１６は、起動パケットとして、マジックパケット１６１０、ＡＲＰ（Ad
dress　Resolution　Protocol）パケット１６２０、ユニキャスト・パケット１６３０の
構成の概略を表わす図である。
【０１４５】
　（１）　マジックパケット１６１０の宛先アドレス（Destination　Address）は、ブロ
ードキャスト・アドレスであり、送信元アドレス（Source　Address）は任意であり、送
信プロトコルのタイプ（Type）は任意である。また、マジックパケット１６１０は、ペイ
ロードとして、「ｆｆ：ｆｆ：ｆｆ：ｆｆ：ｆｆ：ｆｆ」と、ネットワーク機器のＭＡＣ
アドレスが１６回繰り返し含まれたパケットである。
【０１４６】
　（２）　ＡＲＰパケット１６２０の宛先アドレス（Destination　Address）は、ブロー
ドキャスト・アドレスであり、送信プロトコルはＡＲＰプロトコルであり、問い合わせＩ
Ｐアドレス（Target　IP　address）は、ネットワーク機器１５０のＩＰアドレスである
。
【０１４７】
　（３）　ユニキャスト・パケット１６３０の宛先アドレスは、ネットワーク機器のＭＡ
Ｃアドレスである。ただし、この例に限られず、（２）ＡＲＰパケットや（３）ユニキャ
スト・パケットを起動パケットの対象から外してもよいし、それ以外の種類のパケットを
起動パケットの対象に加えてもよい。
【０１４８】
　パケット監視部１１１は、イーサネット（登録商標）Ｉ／Ｆから送られたパケットが図
１６に示されるようなパケットであるかどうかを調べ、起動パケットを特定する。したが
って、パケット監視部１１１は、ターゲット機器（ＷａｋｅＯｎＬＡＮ対応のネットワー
ク機器）のＭＡＣアドレスやＩＰアドレス情報を予め知っておく必要がある。そのため、
ステップＳ５０４で、通信装置は、休止状態（Ｃ）に遷移する旨を通知するメッセージを
送信するときに、その通信装置がブリッジしているネットワーク機器を特定する情報をそ
のメッセージに含めてもよい。ブリッジしているネットワーク機器が複数存在する場合に
は、パケットは、すべてのネットワーク機器を特定する情報を含むことが好ましい。
【０１４９】
　あるいは、ＰＬＣ上で適切にネットワーク管理が行われているならば、リモートのブリ
ッジ情報を利用してもよい。リモートのブリッジ情報とは、ブリッジしている通信装置の
向こうに接続されたネットワーク機器の情報である。
【０１５０】
　図１７は、ステップＳ１０４またはステップＳ５０４で送出される「休止状態に遷移す
る旨を通知するメッセージ」のフォーマットの例を示す図である。ここでは、メッセージ
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・フォーマットの一例として、ＨｏｍｅＰｌｕｇＡＶ規格におけるベンダー独自のメッセ
ージの形式を示す。
【０１５１】
　ＯＤＡは、メッセージの宛先先アドレス（Original　Destination　Address）である。
ここでは、ブロードキャスト・アドレスを設定する。ＯＳＡは、メッセージを送信する装
置のアドレス（Original　Source　Address）を示す。
【０１５２】
　ＭＴＹＰＥは、ＥｔｈｅｒＴｙｐｅを示す。ここでは、ＩＥＥＥに割り当てられた番号
を設定する。ＭＭＶは、メッセージのバージョンである。ここでは、ＨｏｍｅＰｌｕｇＡ
Ｖ規格で定義された番号を設定する。
【０１５３】
　ＭＭＴＹＰＥは、メッセージ識別番号である。ここでは、ベンダーが独自に定義できる
範囲の中から選ぶ。たとえば、メッセージ識別番号「０ｘＡ１００」を「休止状態（Ａ）
に遷移する」として、また、メッセージ識別番号「０ｘＡ１０４」を「休止状態（Ｃ）に
遷移する」として、表わすように定義する。
【０１５４】
　ＯＵＩは、ベンダー識別番号（Vendor's　OUI（Organizationally　Unique　Identifie
r))である。ここでは、ＩＥＥＥに割り当てられた番号を設定する。ＢＴＥＩは、メッセ
ージを送信する装置の一時的な機器識別子（Bridging　TEI（Temporary　Equipment　Ide
ntifier））である。
【０１５５】
　ＮＢＤＡは、ブリッジしているネットワーク機器の数（Number　of　Bridged　Destina
tions）である。ＢＤＡは、ブリッジしているネットワーク機器のアドレス情報（Bridged
　Destination　Address）である。アドレス情報には、ＭＡＣアドレスのみ、あるいは、
ＭＡＣアドレスとＩＰアドレスの両方が含まれる。ＢＤＡは、ブリッジしているネットワ
ーク機器の数だけ存在する。
【０１５６】
　通信装置が休止状態（Ａ）に遷移する場合は、ブリッジしているネットワーク機器のア
ドレス情報を省略してもよい。通信装置は、休止状態（Ａ）または休止状態（Ｃ）に遷移
するときに、図１７のようなメッセージをブロードキャストで送信する。好ましくは、当
該通信装置は、他の通信装置がより確実に受信できるようにするために、２回送信する。
【０１５７】
　　［電力線通信装置の状態遷移］
　図１８を参照して、本発明の第２の実施の形態に係る電力線通信装置１０００の状態の
遷移について説明する。図１８は、通常の動作状態と、各休止状態（Ａ）～（Ｄ）との関
係を表わす図である。なお、各状態の遷移は、前述の処理に対応する。したがって、同じ
説明は繰り返さない。
【０１５８】
　なお、他の局面において、電力線通信装置１０００が休止状態（Ｃ）であるとき、イー
サネット（登録商標）のリンク・ダウンを検出すると、休止状態（Ａ）に遷移してもよい
。
【０１５９】
　　［電力線通信装置１０００の動作］
　以上の構造およびフローチャートに基づく本発明の第２の実施の形態に係る電力線通信
装置１０００の動作を、図３を参照して説明する。なお、ＰＣ３０５は、ＷａｋｅＯｎＬ
ＡＮに対応しているものとし、ＳＴＢ３０７は、ＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応していないも
のとする。
【０１６０】
　最初に、ＰＣ３０５の電源をオフ（またはスタンバイ）にする。通信装置（Ｓ）３０４
とＰＣ３０５との間のイーサネット（登録商標）の接続状態は、リンク・アップされたま
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まである。
【０１６１】
　通信装置（Ｓ）３０４は、ＰＣ３０５からパケットを一定時間受信しなかったことを検
出すると（Ｓ５０２）、休止状態（Ｃ）に遷移する。通信装置（Ｓ）３０４は、休止状態
（Ｃ）に遷移する旨をブロードキャストで通知する。ＳＴＢ３０７の電源をオフにすると
、通信装置（Ｔ）３０６は、そのオフを検知して、休止状態（Ａ）に遷移する。
【０１６２】
　通信装置（Ｒ）３０３は、自身以外の全ての通信装置が休止状態に遷移したことを検出
し、そのうち１つ以上の通信装置（たとえば通信装置（Ｓ）３０４）が休止状態（Ｃ）に
遷移したことを検出する（Ｓ７０２）。この時点で、通信装置（Ｒ）３０３は、通信装置
（Ｓ）３０４に接続されているネットワーク機器（たとえば、ＰＣ３０５）を特定する情
報を把握している。この情報は、起動パケットの受信の有無を判断するために使用される
。
【０１６３】
　その後、通信装置（Ｒ）３０３は、休止状態（Ｄ）に遷移する。通信装置（Ｒ）３０３
とルータ３０２との間のイーサネット（登録商標）接続状態は、リンク・アップのまま維
持される。
以下、電力線通信装置１０００の動作は、ケース１とケース２とに分かれる。
【０１６４】
　　（ケース１）
　しばらくして、ルータ３０２から、宛先がＰＣ３０５であるパケットが送信され、通信
装置（Ｒ）３０３は、そのパケットを受信する。このパケットは、起動パケットの受信の
有無を判断するために使用される。通信装置（Ｒ）３０３は、ＰＣ３０５向けの起動パケ
ットを受信したこと検出すると（Ｓ８０２）、通行の動作状態に復帰する。一方、通信装
置（Ｒ）３０３は、それ以外のパケットを受信した場合には、無視する。その後、電力線
通信装置１０００は、通信制御部１０６の制御に基づいて、ＰＬＣ上に任意のパケットを
送信する。これにより、電力線通信装置１０００を経由した通信が復活する。
【０１６５】
　通信装置（Ｓ）３０４は、ＰＬＣ上にパケットを検出すると、通常動作状態に遷移する
。しばらくして、電力線上の通信状態の準備が完了すると、電力線通信が可能な状態とな
る。通信装置（Ｒ）３０３は、電力線通信が可能となるまで、パケットを保持し続ける。
通信装置（Ｒ）３０３は、電力線通信が可能になったことを検知すると、パケットをＰＣ
３０５宛てに送信する。このパケットは、通信装置（Ｓ）３０４によって受信される。通
信装置（Ｓ）３０４は、通信装置（Ｒ）３０３からパケット（起動パケット）を受信する
と、そのパケットをイーサネット（登録商標）へ伝送する。ＰＣ３０５は、起動パケット
の受信に応答して、電源オフ（またはスタンバイ）の状態から通常の動作状態に復帰する
。一方、通信装置（Ｔ）３０６は、ＳＴＢ３０７の電源がオフである限り、休止状態（Ａ
）のままである。
【０１６６】
　　（ケース２）
　しばらくして、（ユーザ操作により）ＰＣ３０５の電源がオンにされる。電源のオンに
応答して、ＰＣ３０５は、ネットワークを構築するためのパケット（例えば、ＤＨＣＰ（
Dynamic　Host　Configuration　Protocol）パケットなど）を送出する。通信装置（Ｓ）
３０４は、ＰＣ３０５によって送出された任意のパケットをイーサネット（登録商標）か
ら受信すると、通常の動作状態に遷移する。その後、通信装置（Ｓ）３０４は、ＰＬＣ上
に当該任意のパケットを送信する。
【０１６７】
　通信装置（Ｒ）３０３は、ＰＬＣ上にパケットを検出すると（Ｓ８０６）、通常の動作
状態に遷移する。しばらくして、電力線上の通信状態が準備ＯＫとなる。通信装置（Ｓ）
３０４は、電力線上の通信状態が準備ＯＫとなるまで、パケットを保持し続ける。
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【０１６８】
　通信装置（Ｒ）３０３は、通信装置（Ｓ）３０４からパケットを受信すると、イーサネ
ット（登録商標）のネットワークへそのパケットを伝送する。
【０１６９】
　通信装置（Ｔ）３０６は、ＳＴＢ３０７の電源がオフである限り、休止状態（Ａ）のま
まである。
【０１７０】
　以上のようにして、電力線通信ネットワークにおいてＷａｋｅＯｎＬＡＮに対応したネ
ットワーク機器が混在した場合にも、電力線通信装置１０００を適切に「休止状態」に遷
移させることができる。
【０１７１】
　詳述した上記の実施の各形態における伝送媒体は、たとえば、電力線である。しかしな
がら、本実施の形態に係る通信装置が適用される上で、伝送媒体は電力線に限られない。
たとえば、無線ＬＡＮ、同軸線、電話線などが用いられてもよい。
【０１７２】
　また、本発明の実施の形態において、通信装置とネットワーク機器とはイーサネット（
登録商標）で接続されているが、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）、ＩＥＥＥ１３９４
などであっても、本質的な差異はないと考えるべきである。イーサネット（登録商標）、
ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４などでは、ケーブルの挿抜で、電圧レベルが変化するため、電
気的に接続状態の有り／無しを判定できる。
【０１７３】
　また、本発明の実施の形態における「ネットワーク」とは、電圧レベルの変化などを利
用して、電気的に接続状態の有り／無しを判定できる性質を有し、また、接続機器側から
インタフェースを停止させることによって、接続を切断させることができる性質を持つも
のであればよい。
【０１７４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１７５】
【図１】本発明の第１の実施の形態における通信装置の構成を表わすブロック図である。
【図２】アナログフロントエンド部１０５の詳細を表わす図である。
【図３】通信ネットワークの一構成を表す図である。
【図４】ＨｏｍｅＰｌｕｇＡＶ規格に従って送信されるプリアンブルの構成を表わす図で
ある。
【図５】電力線通信装置１０１の休止状態（Ａ）と休止状態（Ｂ）とについてどのブロッ
クを停止させるかをまとめたものである。
【図６】電力線通信装置１０１が休止状態（Ａ）へ遷移する手順を表わすフローチャート
である。
【図７】電力線通信装置１０１が、休止状態（Ａ）から通常の動作状態に復帰する手順を
表わすフローチャートである。
【図８】電力線通信装置１０１が休止状態（Ｂ）へ遷移する手順を表わすフローチャート
である。
【図９】電力線通信装置１０１が通常の動作状態に復帰する手順を表わすフローチャート
である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係る電力線通信装置１０００の構成の概略を表わ
す図である。
【図１１】電力線通信装置１０００の動作状態が休止状態（Ｃ）と休止状態（Ｄ）である
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とき、どのブロックを停止させるかの規定を表わす図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係る電力線通信装置１０００が通常の動作状態か
ら休止状態（Ｃ）へ遷移する手順を表わすフローチャートである。
【図１３】電力線通信装置１０００が休止状態（Ｃ）から通常動作状態に復帰する手順を
表わすフローチャートである。
【図１４】電力線通信装置１０００が休止状態（Ｄ）に遷移する手順を表わすフローチャ
ートである。
【図１５】電力線通信装置が通常の動作状態に遷移するための手順を表わすフローチャー
トである。
【図１６】本実施の形態に係る起動パケットとして、マジックパケット１６１０、ＡＲＰ
パケット１６２０、ユニキャスト・パケット１６３０の構成の概略を表わす図である。
【図１７】ステップＳ１０４またはステップＳ５０４で送出される「休止状態に遷移する
旨を通知するメッセージ」のフォーマットの例を示す図である。
【図１８】本発明の第２の実施の形態に係る電力線通信装置１０００の通常の動作状態と
、各休止状態（Ａ）～（Ｄ）との関係を表わす図である。
【符号の説明】
【０１７６】
　１０１，１０００　電力線通信装置、１０２　電源ユニット、１０３　電源回路、１０
４　発振器、１０５　アナログフロントエンド部、１０６　通信制御部、１０７　イーサ
ネット（登録商標）Ｉ／Ｆ、１０８　接続状態検出部、１０９　パケット検出部、１１０
　状態遷移制御部、１１１　パケット監視部、１５０　ネットワーク機器、２１０　受信
系、２２０　送信系、１０５１　受信フィルタ、１０５２　ＡＧＣ、１０５３　Ａ／Ｄ変
換器、１０５４　Ｄ／Ａ変換器、１０５５　送信フィルタ、１０５６　ライン・ドライバ
、３０１　ＩＰ網、３０２　ルータ、３０３　通信装置（Ｒ）、３０４　通信装置（Ｓ）
、３０５　ＰＣ、３０６　通信装置（Ｔ）、３０７　ＳＴＢ、３０８　ＴＶ。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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